
北九州市上下水道局請負工事検査要綱  

 

（目的） 

第１条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、北九州市上下水道局工事施

行規程（昭和５３年北九州市水道局管理規程第４号。以下「工事施行規程」

という。）第１１条第３項の規定に基づき、上下水道局が発注する請負工事（以

下「工事」という。）の検査について必要な事項を定め、工事の適正かつ効率

的な施工の確保及び品質の確保・向上を目的とする。 

（検査の実施） 

第２条 工事の検査は、工事施行規程１１条第１項で定める検査員又は同条２

項で委託された者が行う。 

２ 工事施行規程第１１条第２項に規定する別に定める工事とは、次の各号に

掲げる工事とする。 

（１） 簡易工事執行要領により契約した工事を除く、建築、電気及び機械

工事 

（２） 簡易工事執行要領により契約した工事を除く、土木工事 

３ 前項の工事の検査業務は、北九州市技術監理局に委託して行うものとする。

ただし、災害等急施を要する工事及び電気、機械並びに土木の特殊な工事又

はその他局長が必要と認める工事については、この限りではない。 

４ 北九州市技術監理局に委託する工事以外の工事については、当該工事（依

頼を受けた工事を含む）の担当課長及び工事担当課長が指名する係長を検査

員とする。 

５ 前２項にかかわらず、特に専門的知識又は技術を必要とする検査その他局

長が必要と認める検査については、国又は地方公共団体その他特に認める者

に委託することができる。 

６ 第３項の検査業務は、北九州市請負工事検査要綱に従い行うものとする。 

（検査の種類） 

第３条 検査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）完成検査   工事の完成を確認するための検査 

（２）一部完成検査 工事全体の完成に先だって、性格上可分の工事の完成

部分を確認するための検査 

（３）出来形検査  工事の完成前に部分払の必要がある場合において、工

事の出来形を確認するための検査 

（４）中間技術検査 工事の施工途中における施工体制、施工手順、工程管

理、出来形管理、品質管理、安全管理等の実施状況を

確認するための検査 



（検査の基準） 

第４条 検査の実施に必要な技術基準は、北九州市請負工事検査技術基準に準

じるものとする。 

（検査の期間） 

第５条 検査員は、完成（一部完成・出来形・中間技術）届が受理された日か

ら１４日以内に検査を行わなければならない。  

（関係書類の熟知等） 

第６条 検査員は、検査を行う場合は、あらかじめ検査の対象となる工事の設

計図書その他の関係書類を熟知しておかなければならない。  

２ 検査員は、前項の関係書類に基づき厳正かつ公正な検査を行い、工事の成

果の適否を判定しなければならない。 

（書類による判定） 

第７条 検査員は、地中、水中その他検査を行い難い部分については、監督員

から工事施工の状況を聞くとともに記録写真、品質試験表その他の関係資料

に基づいて、その適否を判定しなければならない。  

（破壊等による検査） 

第８条 検査員は、検査を行う場合において、必要があると認めるときは、構

造物の安全性等を考慮して最小限度の破壊検査又は試験を行い、出来上がり

の適否を判定するものとする。 

（検査の立会い） 

第９条 検査員は、検査を行う場合においては、工事関係職員及び受注者又は

その代理人を検査に立会わせなければならない。  

（修補を要する工事の検査等） 

第１０条 検査員は、検査の結果、工事の修補が必要であると認めたときは、

受注者に対し、修補指示書により修補を指示しなければならない。  

２ 検査員は、修補完了が受理された日から１４日以内に再検査を行わなけれ

ばならない。 

（検査結果の報告） 

第１１条 検査員は、検査を終了したときは、直ちに当該工事に係わる検査報

告書を作成しなければならない。 

２ 検査員は、前項に規定する検査報告書を直ちに権限を有する者に提出しな

ければならない。 

 

付  則 

（施行期日） 

１ この要綱は、昭和６３年１０月１日から施行する。  



（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に施工中のもの及び施行日までに起工決定され

たものについては、なお従前の例による。  

（適用除外） 

３ 当初設計金額５００万円以下の電気、機械工事については、当分の間第

２条第３項の規定は適用しない。 

４ 土木工事のうち営業所起工分については、昭和６４年３月３１日までは、

第２条第３項の規定は適用しない。 

付  則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１４年７月１５日から施行する。  

  付  則  

（施工期日） 

１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。  

付  則  

（施工期日） 

１ この要綱は、平成２７年８月１日から施行する。 

付  則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年８月１日から施行する。  


